
令和６年度 一般会計補正予算（第２号）説明資料 

担 当 課 健康福祉部 社会福祉課 款 （03）民生費 

補正予算額 １０４,５００千円  
項 （01）社会福祉費 

目 （06）福祉給付費 

事業名 
（31－01） 

低所得者支援及び定額減税補足給付事業【追加】 

１ 事業目的 

デフレ完全脱却のための総合経済対策を踏まえ、賃金上昇が物価高に追いついていない市 

民の負担を緩和するため、定額減税を補足する給付として実施される調整給付金の支給を行 

います。 

 

２ 事業概要（内容・期間等） 

（１）対象者  

    定額減税可能額が、課税情報を基に把握した当該納税者の「令和６年分推計所得税額（令

和５年分所得税額）」又は「令和６年度分個人住民税所得割額」を上回る方 

（２）給付金の額 

 

               －             ＝ 

 

 

               －             ＝ 

  

  ⇒調整給付額＝①＋②（合計後、１万円単位で切り上げて算出） 

   

３ 補正予算額    １０４,５００千円 

   報酬 1,884千円、職員手当等 1,967千円、需用費 359千円、役務費 350千円 

負担金補助及び交付金 99,940千円 

区分 
当初算定 

① 

事務処理基準日算定 

② 

比較（補正額） 

③＝②－① 

対象人数 5,560人 10,306人 4,746人 

予算額 212,800千円 317,300千円 104,500千円 

 

４ その他参考事項 

  【歳入特定財源】物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（国） 

104,500千円（補助率 10/10） 

 

 

所得税定額減税可能額 

３万円×(本人+扶養親族数) 

令和６年分推計所得税額 

（令和５年分所得税額） 

①所得税分控除不足額 

①＜0の場合は 0 

個人住民税定額減税可能額 

１万円×(本人+扶養親族数) 

令和６年度分 

個人住民税所得割額 

②個人住民税分控除不足額 

②＜0の場合は 0 

本会議（初日）提出資料 

議案第 50号 

 令和６年７月 29日提出 

 企画総務部 財務課 
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給付金・定額減税一体措置の概要図

令和５年度 令和６年度

定額減税

１人４万円×（本人＋扶養親族）

【１】令和６年２月
支給開始

（年収）

住民税均等割
非課税世帯

【１】

住民税均等割
のみ課税世帯

【２】

　　【４】令和６年に入手可能な課税情報
　　　　　をもとに給付
　　(令和６年８月支給開始予定)

　定額減税しきれないと見込まれる方に、
　減税額確定（令和７年３月確定申告）を待た
　ず、令和６年に入手可能な課税情報をもと
　に、前倒しで１万円単位で差額を給付
　
　対象人数（事務処理基準日：R6.6.3）
　　10,306人
　　 内訳：納税者本人　5,688人
　　　　　　 扶養家族　4,618人

　＊実績により、「減税＋給付」が不足
　　 する場合、追加支給

　定額減税しきれない

　と見込まれる方

【４】 住民税所得割／所得税納税者

低所得者の子育て世帯【２】

【３】令和６年度住民税情報等
をもとに給付

(令和６年７月支給開始)

　新たに住民税非課税、住民税均
　等割のみ課税となる世帯に、
　【１】【２】該当世帯と同水準の
　１０万円／世帯を給付

　対象世帯等
　（事務処理基準日：R6.6.3）
　非課税　255世帯
　均等割のみ　238世帯
　子ども加算　55世帯・106人＋α

（６年分所得税３万円、６年度分個人住民税１万円）

　・住民税均等割のみ課税世帯に、

【２】令和６年４月支給開始（繰越明許）

　・低所得者の子育て世帯に、

　　住民税非課税世帯と同水準の１０万円／世帯を給付

　　給付世帯（R6.5.31現在 ）　769世帯

　　世帯内で扶養されている１８歳以下の子に５万円／人を加算

 ・住民税非課税世帯に、

 　１世帯７万円追加給付

　 給付世帯 （R6.3.29現在）

　　2,771世帯

　　給付世帯・人数（R6.5.31現在）　208世帯・385人＋α

新たに非課税等となる世帯【３】

調整給付

不足額給付
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